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はじめに 

「四日市市都市計画マスタープラン全体構想」は、本格的な人口減少・

高齢社会の到来や地球規模での環境問題が大きな課題となる中、平成１

４年７月に策定しました。 

その後、市民のみなさんと共にまちづくり（都市計画）を進めるために、

平成２０年１月には「都市計画まちづくり条例」を施行し、都市計画マス

タープランに基づく土地利用を進めてきました。 

また、当初策定時には、余剰地が多く残されていた内陸部の産業用地へ

の企業立地が進み、新たな産業活動に供する産業用地が不足してきたこ

とから、平成２０年３月には、自然環境と調和した計画的な産業立地を誘

導する目的で都市計画マスタープラン全体構想の一部変更を行いました。 

さらに、平成２３年７月には、平成２２年度に改定された総合計画の各

分野の基本目標などを踏まえ、四日市市都市計画マスタープラン全体構

想についても見直しを行いました。 

その後、令和２年度を初年度とする総合計画が策定され、令和６年度に

都市を取り巻く状況の変化等を踏まえた基本計画の中間見直しが行われ

たことから、土地利用や都市基盤施設整備等の基本方針を示す都市計画

マスタープラン全体構想についても必要な見直しを行います。 

また、近年、激甚・頻発化する自然災害や切迫する地震災害への対応の

重要度が高まっていることから、あわせて、安全・安心なまちづくりの観

点を新たに位置付けます。 

なお、今後も社会情勢などの変化等への対応として、都市計画マスター

プラン全体構想の見直しが必要となった場合には、適切に見直しを行い

ます。 
  


